
自転車で二人乗りしてはいけません。
反則金3,000円

自転車は、横に並んで走ってはいけません。
反則金3,000円

自転車に乗りながら、

携帯電話を使っては

いけません。

反則金12,000円

自転車に乗りながら、

傘をさしてはいけま

せん。

反則金5,000円

反則金は2026年４月から16歳以上が対象

茨 城 県

自転車は、車道の左側を走ります。

右側を走ると反則金6,000円

お酒を飲んで自転車に乗っては
いけません。

自転車のルールを守ろう
じてんしゃ

ま もじ て ん し ゃ

の

けいたいでんわ つか

じてんしゃ の

かさ

ふたりのはしならよこ

はんそくきん

はんそくきん

はんそくきん

しゃどう ひだりがわ

はし

さけ

ねん がつ さいいじょう たいしょう

の

みぎがわ

の
はし



ライトがついていな

いと、周りから見え

にくい。

事故にあいやすく、

危険です。

ライトをつけないと

反則金5,000円

夕方から、自転車の

ライトをつけましょう。

反射材を身に付けま

しょう。

ヘルメットをかぶると

安全！

自転車に乗っているとき、

「止まれ」の標識の前で必

ず止まる。

止まって、右左の安全を確

かめてから、通りましょう。

止まらないと

反則金5,000円

〇

〇

あなたも事故を起こすかもしれません。

事故でお金を請求されることもあります。

自転車保険に入りましょう。

交通事故を起こしたら、電話番号【110】

警察官が来るまで立ち去らない！

自転車のルールについては

こちら（警察庁HP）→

じてんしゃ の

と ひょうしき まえ かなら

みぎひだり

と

と

とお

と

あんぜん たし

まわ み

きけん

ゆうがた

はんそくきん

じこ
はんしゃざい み つ

あんぜん

けいさつちょう

じこ お

じこ かね せいきゅう

じてんしゃほけん はい

こうつうじこ お でんわばんごう

けいさつかん く た さ
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